
○
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
文
部
科
学
大
臣
の
定
め

に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
四
年
八
月
七
日
文
部
大
臣
裁
定
）

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
三
年
法
律
第
一
一
六
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
三
年
政
令
第
二
〇
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
、
第
五
条
及
び
第
八
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
よ
う
に
定
め
る
。

記

１

法
第
三
条
第
三
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
障
害
は
、
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
ま
た
は
知
的
障
害
者
、

肢
体
不
自
由
者
若
し
く
は
病
弱
者
の
障
害
で
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
八
年
政
令
三
四
〇
号
）
第
二
二
条
の
三

に
定
め
る
程
度
の
も
の
と
す
る
。

２

令
第
二
条
第
一
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
教
育
課
程
の
一
部
と
し
て
行
う
指
導
は
、
平
成
五

年
文
部
省
告
示
第
七
号
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
３
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
３
に
お
い
て
同
じ



。
）
の
教
育
課
程
に
加
え
、
又
は
そ
の
一
部
に
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

令
第
二
条
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
教
育
課
程
の
一
部
と
し
て
行
う
指
導
は
、
平
成
二

六
年
文
部
科
学
省
告
示
第
一
号
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
小
学
校
又
は
中
学
校
の
教
育
課
程
に
加
え
、
又
は
そ
の
一

部
に
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

令
第
三
条
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
は
、
都
道
府
県
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
第

二
五
二
条
の
一
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（

カ
に
お
い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
教
育
委
員
会
が
小
学

10

校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
複
数
の
教
頭
及
び
教

諭
等
の
協
力
に
よ
る
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
又
は
生
徒
の
数
、
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学

校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
少
数
の
児
童
又
は
生
徒
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
集
団
を
単
位

と
し
た
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
又
は
生
徒
の
数
、
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
選
択
教
科
の
数
及
び
授
業
時
数
並
び
に
当
該
選
択
教
科
の
履

修
に
係
る
生
徒
の
数
、
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
専
門
的
な
知
識
又

は
技
能
に
係
る
教
科
等
に
関
す
る
専
門
的
な
指
導
に
係
る
授
業
時
数
及
び
児
童
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
教

頭
及
び
教
諭
等
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
と
認
め
る
学
校
の
数
等
を
基
礎
と
し
て
予
算
の
範
囲

内
で
別
に
定
め
る
数
と
す
る
。

５

令
第
六
条
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
教
育
課
程
の
一
部
と
し
て
行
う
指
導
は
、
平
成
二
六
年
文



部
科
学
省
告
示
第
一
号
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
の
教
育
課
程
に
加
え
、
又

は
そ
の
一
部
に
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

令
第
七
条
第
二
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
は
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
特
別
の
指
導
が
行
わ
れ
る
学
校
の

数
及
び
当
該
指
導
を
受
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
数
等
を
基
礎
と
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
数
と
す
る
。

７

令
第
七
条
第
三
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
は
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
特
別
の
指
導
が
行
わ
れ
る
学
校
及

び
同
項
に
規
定
す
る
人
的
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
校
の
数
等
を
基
礎
と
し

て
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
数
と
す
る
。

８

令
第
七
条
第
四
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
は
、
同
項
に
規
定
す
る
人
的
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
特
に

必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
校
の
数
等
を
基
礎
と
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
数
と
す
る
。

９

令
第
七
条
第
五
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
は
、
同
項
に
規
定
す
る
共
同
学
校
事
務
室
が
置
か
れ
て
い
る
学

校
及
び
事
務
処
理
の
拠
点
と
な
つ
て
い
る
学
校
の
数
等
を
基
礎
と
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
数
と
す
る
。

令
第
七
条
第
六
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
研
究
は
、
次
に
掲
げ
る
要
項
等
に
基
づ
き
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ

10
る
研
究
と
す
る
。

ア

指
導
に
課
題
の
あ
る
教
員
等
に
対
す
る
人
事
管
理
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
実
施
要
項

教
育
研
究
開
発
実
施
要
項

イウ

教
育
課
程
実
践
検
証
協
力
校
事
業
実
施
要
項



教
育
課
程
研
究
指
定
校
事
業
実
施
要
項

エ

魅
力
あ
る
学
校
づ
く
り
調
査
研
究
事
業
実
施
要
項

オ

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
研
究
指
定
校
の
実
施
に
係
る
要
項
で
別
に
定
め
る
も
の

カ
令
第
七
条
第
六
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
は
、

に
定
め
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
義
務
教
育
諸
学
校
の

11
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数
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
命
権
者
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
長
期
に
わ
た
る
研
修
を
受
け
て
い
る
教
職
員
の
数
及
び
同
法
第
二
五
条
第
一
項
の
指
導
改
善
研
修

を
受
け
て
い
る
教
職
員
の
数
等
を
基
礎
と
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
数
と
す
る
。

附

則
〔
昭
和
四
八
年
三
月
二
六
日
文
初
財
第
二
二
一
号
〕

こ
の
定
め
は
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
六
年
法
律
第
一
二
九
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
昭
和
四
九
年
七
月
一
三
日
文
初
財
第
三
七
二
号
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
四
九
年
法
律
第
九
〇
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
五
年
五
月
二
二
日
文
初
財
第
一
二
四
号
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
適
用
す
る
。



附

則
〔
昭
和
五
七
年
四
月
一
日
文
初
財
第
一
六
〇
号
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
七
年
政
令
第
三
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
八
年
四
月
一
日
文
初
財
第
一
七
六
号
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
八
年
政
令
第
三
〇
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
昭
和
五
九
年
四
月
一
日
文
初
財
第
一
五
三
号
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
九
年
政
令
第
四
一
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
九
年
四
月
一
日
）
か

ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
昭
和
六
〇
年
五
月
二
四
日
文
教
財
第
一
一
二
号
〕

こ
の
定
め
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
昭
和
六
一
年
四
月
一
日
文
教
財
第
九
一
号
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
一
年
政
令
第
三
六
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
一
年
四
月
一
日
）
か

ら
適
用
す
る
。



附

則
〔
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
文
教
財
第
七
七
号
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
二
年
政
令
第
七
四
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
）
か

ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
昭
和
六
二
年
五
月
二
一
日
文
教
財
第
一
一
〇
号
〕

こ
の
定
め
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
昭
和
六
三
年
四
月
一
日
文
教
財
第
七
六
号
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
三
年
政
令
第
四
七
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
三
年
四
月
一
日
）
か

ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
元
年
四
月
一
日
文
教
財
第
八
二
号
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
平
成
元
年
政
令
第
一
〇
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
元
年
四
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
元
年
五
月
二
九
日
文
教
財
第
八
二
号
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
年
四
月
一
日
文
教
財
第
九
七
号
〕



こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
年
政
令
第
六
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
適

用
す
る
。附

則
〔
平
成
二
年
六
月
一
三
日
文
教
財
第
一
一
〇
号
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
三
年
四
月
一
一
日
文
教
財
第
一
〇
二
号
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
四
年
七
月
三
一
日
文
教
財
第
一
〇
二
号
〕

こ
の
定
め
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
平
成
五
年
四
月
一
日
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第
九
〇
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
六
年
六
月
三
〇
日
文
教
財
第
一
〇
二
号
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
七
年
五
月
九
日
文
教
財
第
一
〇
二
号
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



附

則
〔
平
成
八
年
三
月
二
九
日
文
教
財
第
一
〇
二
号
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
〇
年
一
〇
月
一
日
文
教
財
第
一
一
四
号
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
一
年
四
月
一
日
文
教
財
第
一
〇
二
号
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
二
年
九
月
二
〇
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
三
年
五
月
八
日
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
一
三
年
政
令
第
一
五
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
一
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
四
年
四
月
二
六
日
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
一
四
年
政
令
第
八
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改



正
す
る
政
令
（
平
成
一
五
年
政
令
第
百
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
〕

こ
の
定
め
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



附

則
〔
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
八
年
三
月
二
八
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
〕

１

こ
の
定
め
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
平
成
二
九
年
政
令
第
一
二
八
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
三
項
第
七
号
の
文
部
科
学
大

臣
が
定
め
る
数
は
、
同
号
に
規
定
す
る
特
別
の
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
学
校
の
数
及
び
同
号
に
規
定
す
る
人
的
体
制

の
整
備
を
行
う
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
学
校
の
数
等
を
基
礎
と
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め

る
数
と
す
る
。

３

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
文
部
科
学
大
臣
の
定



公
立
義
務
教
育
諸
学
校

め
に
つ
い
て
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
令
和
三
年
文
部
科
学
大
臣
裁
定
）
に
よ
る
改
正
後
の

の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
に
基
づ
く
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
に
つ
い
て
（
以
下
「
新

記

の
規
定
は
、
改
正
令
附
則
第
二
条
第
三
項
第
八
号
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
研
究

大
臣
定
め
」
と
い
う
。
）

10

に
準
用
す
る
。

４

改
正
令
附
則
第
二
条
第
三
項
第
八
号
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
大
臣
定
め

記

に
定
め
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課

10
程
の
数
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
命
権
者
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
長
期
に
わ
た
る
研
修
を
受
け
て
い
る
教
職
員
の
数
及
び
同
法
第
二
三
条
第
一
項
の
初
任
者
研

修
又
は
同
法
第
二
五
条
第
一
項
の
指
導
改
善
研
修
を
受
け
て
い
る
教
職
員
の
数
等
を
基
礎
と
し
て
予
算
の
範
囲
内
で

別
に
定
め
る
数
と
す
る
。

５

新
大
臣
定
め
記

の
規
定
は
、
改
正
令
附
則
第
二
条
第
七
項
第
五
号
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
研
究
に
準
用
す

10

る
。

６

改
正
令
附
則
第
二
条
第
三
項
第
八
号
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
大
臣
定
め

記

に
定
め
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
の
数
、
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
二

10
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
任
命
権
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
長
期
に
わ
た
る
研
修
を
受
け
て
い
る
教
職
員
の

数
及
び
同
法
第
二
三
条
第
一
項
の
初
任
者
研
修
又
は
同
法
第
二
五
条
第
一
項
の
指
導
改
善
研
修
を
受
け
て
い
る
教
職



員
の
数
等
を
基
礎
と
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
数
と
す
る
。

附

則
〔
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
〕

こ
の
定
め
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
令
和
二
年
三
月
三
○
日
〕

こ
の
定
め
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
〔
令
和
三
年
三
月
三
一
日
〕

１

こ
の
定
め
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
一
四
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級

編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
三
年
法
律
第
一
一
六
号
）
第
三
条
第
二
項
の
文
部
科
学
大

臣
が
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
小
学
校
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
当
該
学
校
に
在
学
す
る
児
童
の

数
を
基
礎
と
し
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
編
制
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
に
基
づ
き
算

定
し
た
当
該
学
校
の
学
級
の
数
が
、
当
該
学
校
が
同
日
現
在
に
お
い
て
保
有
す
る
普
通
教
室
の
数
（
当
該
学
校
の
特

別
教
室
の
数
が
公
立
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
金
等
に
関
す
る
関
係
法
令
等
の
運
用
細
目
（
平
成
一
八
年
文
部
科
学
大



臣
裁
定
）
第
一
の
三
八
に
定
め
る
特
別
教
室
の
数
の
基
準
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
を
超
え
る
特
別

教
室
の
数
を
含
む
。
）
を
超
え
、
か
つ
、
当
該
超
過
分
に
充
て
る
た
め
の
そ
の
他
の
適
切
な
施
設
を
確
保
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
小
学
校
（
第
二
学
年
に
限
る
。
）
と
す
る
。

学
級
編
制
の
区
分

一
学
級
の
児
童
の
数

同
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級

三
五
人
（
第
三
学
年
か
ら
第
六
学
年
ま
で
の
児
童
で
編
制

す
る
学
級
に
あ
っ
て
は
、
四
〇
人
）

二
の
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級

一
六
人
（
第
一
学
年
の
児
童
を
含
む
学
級
に
あ
っ
て
は
、

八
人
）

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
二
六
号
）
第
八
一

八
人

条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級


